
・原則として来場者等を除くすべての人（出演者、稽古場利用者、研修講師・研修生、振興会）は、地上エントランス受付で入館チェック を行う。

・地下駐車場は主に出演者、稽古場利用者、振興会が使用する。地下エントランスは電子錠のみとし、職員立ち合いで開錠するか事前に入館証を渡す。

・振興会用駐車場（４台分）は原則として地上に設置。

・各劇場搬入口、資料搬入口にはシャッターを設置して通常は閉鎖。職員立ち合いで開閉する。

・各階ELVホールにセキュリティエリアを形成し、適合する入館証がなければ通過できない。

・地下エントランスからELVに乗る者は必ずしも地上での入館チェックを受けなくても各室へ到達できる。

・縦矢印は兼用可を意味する。

・室に至る経路が複雑で長くなる、安全性が確保できないなど合理的な動線を形成できない場合は、搬入口・エントランス・各ELVを分ける。

←地下 地上→

搬入口・エントランス ELV 搬入口・エントランス 行先 備考

大劇場 大劇場搬入口 → 大劇場搬入ELV → （大劇場搬入口） → 舞台（大劇場）

小劇場 小劇場搬入口 → 小劇場搬入ELV → （小劇場搬入口） → 舞台（小劇場）

演芸場 地下駐車場 → 演芸場搬入口 → 演芸場搬入ELV → （演芸場搬入口） → 舞台（演芸場）

・搬入口と舞台が同じレベルの場合、搬入ELVは不要

楽屋（大劇場） → 楽屋（大劇場）

楽屋（小劇場） → 楽屋（小劇場）

楽屋（演芸場） → 楽屋（演芸場）

稽古場 → 稽古場

振興会 → 執務室、研修等

グランドロビー → 普及発信施設等

出演者（大劇場） → 楽屋口（大）

出演者（小劇場） → 楽屋口（小）

出演者（演芸場） → 楽屋口（演）

稽古場利用者 → 稽古場ELV → 稽古場ELV →
ELVホール
（稽古場階）

→ 施設活用係前 → 稽古場
・稽古場利用者は施設活用係事務室前を通過して稽古場エリアに
入る。

振興会

研修講師 → 養成課前 → 研修エリア ・研修生は養成所事務室前を通過して研修エリアに入る。

役職員 → 執務室等

委託業者 → 各エリア ・清掃、警備、監視、舞台スタッフなど。

会議出席者 会議室

取引先、来客 入札室

入札参加者 助成相談室

情報公開請求 打合せスペース等

助成関係

資料
搬入

資料 地下駐車場 → 資料搬入口 → 資料ELV →
収蔵庫、展示、レ
ファレンス

・他の搬入との兼用（搬入口、ELVともに）可能とする。兼用す
る場合はELVサイズに留意すること。また、利用時以外は収蔵庫
階に停止しないなどのセキュリティ対策を行う。
・収蔵庫を複数階で計画した場合は、収蔵庫内の各階に着床でき
るようにする。

一般 来場者等 メインエントランス → グランドロビー→ （グランドロビーELV） → 各施設

1

その他搬入ELV

劇場
搬入

地下駐車場 →

・搬入口は地下または地上
・舞台と同じレベルで地上搬入口を設置する場合でも、大道具製
作場への搬入のため、搬入ELVが必要

その
他搬
入

地下駐車場 → 地下エントランス → →
搬入ELVホール
（各階）

・地上から搬入できるものは、地上エントランスから受付を通り
各室へ搬入する。その際、振興会用駐車場を利用可。
・稽古場５への搬入は演芸場の搬入と同様に考えてよい。

人

地下駐車場 → 地下エントランス

→
ELVホール
（楽屋階）

→ 楽屋事務室前

→ 振興会ELV → 振興会ELV →

楽屋ELV

地上エントランス
（振興会）

→ 楽屋ELV →

ELVホール
（各階）

ELVホール
（共用会議室
　　エリア階）

→

・原則として、来訪者は共用会議室エリアでの対応とし、事務室
エリアには立ち入らない。
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基本的に振興会用駐車場

（地上４台）を使用する

添付資料４－８－２ 動線に関する条件


